
健康福祉・病院経堂委員会資料

日6 2 月5 年3 2 成平市第4号議案横浜市敬老特別乗車証条例の一部改正について
局ネ止

-現状の88.5億円を固定する。

ネ冨康健

=市費負担の上限を設定
する。(例:80億円)

-今後100億円を超えて、
増加を続けます

-23年度lこ1.1倍(試算)

-23年度実施後、当分の聞は
変更しない。

【改正理由及び概要】

-敬老パス制度については、持続可能な制度とすることを目標として、平成21年の12月に制度見直し

の考え方を 3案提示して以降、市民アンケ一卜の実施等を経て、本年10月の改正実施に向けて取組

みを進めてきました。

-今回の見直しは、交通事業者に理解と協力をいただき、市費負担を現年度規模で固定することとして、

利用者負担の増を極力抑え、以後当分の問、これを引き上げることなく、安定的に運用できる制度と

したものです。

-ついては、条例別表の負担区分・負担額について見直しを提案します。

-介護保険料段階を参考に
8段階へ増設。

-非課税者(非課税世帯)として
区分(有料化)

-当分の聞は、固定した市費88.5
億円とその年に見込まれる利用
者負担収入を財源とし、その合
計額とする。

1 (路線パスの場合)

1r乗車単価J x r利用回数J x r交付者数J i 
135円 月間15回 j 

敬老特別乗車証制度の見直しについて

.基本的な考え方

・市(市税)、利用者、交通事業者の三者の負担で支えあう制度として見直しを進めます。
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(1)横浜市(市税)の負担

市費負担を 88.5億円 (23年度歳出予算額)で固定します。

(2)利用者の負担

利用者負担は、平均で概ね1.1倍程度の引上げ(下表参照)

(3)変通事業者の負担

事業費(交通事業者への支払い額)は、当分の問、上記(1)市費負担と(幻利用者負担の合計額に抑えます。 事業予算推移のイメージ【参考2】

とし、以降当分の聞は固定します。

凡例:閣は利用者負担収入口は市費負担口は事業費
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利用者負担の見直しについて

(1)改正内容(案)

ア負担区分及び負担額の改正案
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利用者負担額対照表(年額)

現行(23年度予算)

0 ・H23・・ H26・・ H29・・
(現行のままの予算推移予測)
H23は現予算

構成比

6.99目
10.17目

構成比

10.17目

負担額

無料
障害者等

3.18目

23.16目
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51.08目

10，682人
3，200円，

(1.00倍)jη，743人

4，000円I(1.25倍)j 93，748人
51.08目

生活保護受給者

3，200円 171，491人
世帯全員非課税非市本

課民人
税税が 27.92% 同一世帯に課税者がいる

28.22% 

20，500円I(1.05倍)

9.45百

1.08目

10.96目

17.26% 

8.32目

1.13目

1.08目
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36，785人

3，798人

3，616人

7，000円I(1.08倍)
28.22目

1.08百

9.45目

94，746人
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3，616人

6，500円
合計所得金額が150万円未満

合計所得金額が150万円以上250万円未満

合計所得金額が250万円以上500万円未満

合計所得金額が500万円以上700万円未満

合計所得金額が700万円以上

本
人
が

市
民
税
課
税

100.00目

イ生活保護受給者の無料区分の見直しについて

以下により、「世帯全員非課税」の区分として利用者負担を設定します。

(ア)生活保護受給者の日常生活における交通費は、生活扶助費に含まれていると解されている。

(イ)基礎年金を主な収入として生活するなどの比較的所得の低い方々にも一定の負担をお願いしている。

335，734人335，734人

実施期間:平成22年9月30日から10月31日
対象者数:3万人
回答数:15，224通(回答率50.7%)(2)施行期日(案)

-平成23年10月1日


